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平成 27年 5月 25日 

各  位 

会 社 名 Zxcv 

代表者名 代表取締役社長 佐 藤 英 志 

 （ コード番号  4626  東証一部 ） 

問合せ先 社 長 室 長 稲 垣   均 

 （ TEL  03－5999－1511 （代表） ） 
 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年 5月 25日開催の取締役会において、平成 27年 6月 19日開催の第 69回定時株主総

会に下記のとおり定款一部変更につきまして付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．提案の理由 

当社は、会社法第 363 条第１項各号に掲げる取締役（以下「業務執行取締役」といいます。）に対して、当

社グループの中長期的な企業価値向上への動機付けを与えることを目的とした業績連動金銭報酬及び業

績連動株式報酬からなる新たな業績連動報酬制度の導入を、平成 26年 6月 20日開催の第 68回定時株主

総会においてご承認いただきました。この度の種類株式新設にかかる定款一部変更は、第 70 期事業年度

に係る業績連動株式報酬のために、第 2回Ａ種種類株式を発行する旨の定めを設ける定款変更を行うほか、

発行可能株式総数の増加、発行可能種類株式総数の規定の変更など所要の定款変更を行うものです。 

業績連動株式報酬の概要は以下のとおりです。 

 

（業績連動株式報酬の概要） 

当社は、業務執行取締役に対して、業績連動株式報酬として、各事業年度における連結当期純利益の

6.4％以内の金銭を支給し、当社が発行する種類株式取得の払込資金とします。 

当社は、業績連動株式報酬の支給を受けた各業務執行取締役に対して、新株発行の方法により、種類株

式（最初の発行日の 3 年後の応当日を取得日とする取得条項及び業務執行取締役について相続が開始す

ることを行使条件とする取得請求権（いずれも対価は普通株式です。）が付された譲渡制限株式）を割り当て

ることとし、各業務執行取締役は、支給を受けた業績連動株式報酬金額（ただし、業績連動株式報酬相当額

に対応する所得税、住民税その他の租税及び社会保険料に相当する金額、払い込みに要する手数料並び

に単元株式数の株式に係る払込金額に満たない金額等を除きます。以下同じです。）を払い込むこととしま

すが、払込金額については、当該種類株式を引き受ける業務執行取締役に特に有利な金額とならない範囲
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で取締役会において決定いたします。 

なお、業績連動株式報酬は、業務執行取締役が、支給を受けた業績連動株式報酬金額を、当社が当該

種類株式について行う新株発行の割り当てに応じて払い込むことに同意していることを条件として支給する

こととしますが、法令、司法機関の判断等により、当社が各業務執行取締役に対して新株発行を行うことが

できない場合には、業績連動株式報酬として金銭を支給するのみとします。また、業務執行取締役から業績

連動株式報酬の支給を受ける権利を相続した者に対しては、新株発行を行わず、業績連動株式報酬として

金銭を支給するのみとします。 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりです。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現  行  定  款 変  更  案 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

50,100,000株とし、各種類の株式の発行可

能種類株式総数は、次のとおりとする。 

普通株式：50,000,000株 

第１回Ａ種種類株式：100,000株 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、普通株式および

第１回Ａ種種類株式のそれぞれにつき 100

株とする。 

 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

50,200,000株とし、各種類の株式の発行可

能種類株式総数は、次のとおりとする。 

普通株式：50,000,000株 

第１回Ａ種種類株式：100,000株 

第２回Ａ種種類株式：100,000株 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、普通株式および

第１回ないし第２回Ａ種種類株式のそれぞ

れにつき 100株とする。 

第２章の２ Ａ種種類株式 

（Ａ種種類株式） 

第 12 条の２ 当会社の発行する第１回Ａ種種類株

式の内容は、次に定めるとおりとする。 

 

(1) 譲渡制限 

第１回Ａ種種類株式を譲渡により取得

するには、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。 

第２章の２ Ａ種種類株式 

（Ａ種種類株式） 

第 12 条の２ 当会社の発行する第１回ないし第２

回Ａ種種類株式の内容は、次に定めると

おりとする。 

(1) 譲渡制限 

第１回ないし第２回Ａ種種類株式を譲

渡により取得するには、取締役会の承

認を受けなければならない。 
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現  行  定  款 変  更  案 

(2) 普通株式を対価とする取得条項 

当会社は、第１回Ａ種種類株式の全部

を、第１回Ａ種種類株式の最初の発行

日の３年後の応当日をもって取得するも

のとし、当該取得と引換えに、第１回Ａ

種種類株式を有する株主に対して、第１

回Ａ種種類株式１株につき普通株式１

株を交付する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 普通株式を対価とする取得請求権 

第１回Ａ種種類株式の株主は、当会社に

対し、その保有する第１回Ａ種種類株式

の全部または一部を当会社が取得する

のと引換えに、当会社の普通株式を交付

することを請求することができる。第１回

Ａ種種類株式と引換えに交付すべき普通

株式は、第１回Ａ種種類株式１株につき

普通株式１株とする。当該取得請求は、

第１回Ａ種種類株式の発行後いつでも、

当該株式の株主について相続が開始し

た場合に限り、当該相続の対象となった

当該株式についてのみ行うことができる

ものとする。 

(2) 普通株式を対価とする取得条項 

当会社は、第１回ないし第２回Ａ種種類

株式の全部を、次に定める日をもって取

得するものとし、当該取得と引換えに、

第１回ないし第２回Ａ種種類株式を有す

る株主に対して、第１回ないし第２回Ａ

種種類株式１株につき普通株式１株を

交付する。 

第１回Ａ種種類株式 

第１回Ａ種種類株式の最初の発行日

の３年後の応当日 

第２回Ａ種種類株式 

第２回Ａ種種類株式の最初の発行日

の３年後の応当日 

(3) 普通株式を対価とする取得請求権 

第１回ないし第２回Ａ種種類株式の株主

は、当会社に対し、その保有する第１回

ないし第２回Ａ種種類株式の全部また

は一部を当会社が取得するのと引換え

に、当会社の普通株式を交付することを

請求することができる。第１回ないし第２

回Ａ種種類株式と引換えに交付すべき

普通株式は、第１回ないし第２回Ａ種種

類株式１株につき普通株式１株とする。

当該取得請求は、第１回ないし第２回Ａ

種種類株式の発行後いつでも、当該株

式の株主について相続が開始した場合

に限り、当該相続の対象となった当該

株式についてのみ行うことができるもの

とする。 
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３．変更の日程 

取締役会決議日 平成 27年 5月 25日 

株主総会開催日 平成 27年 6月 19日 

実施予定日(効力発生日) 平成 27年 6月 19日(予定) 

 

 以 上 


